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第２章 適正規模・適正配置の対象となる学校や地区について 

 

 １ 検討の際に考慮すべき観点 

 (1) 適正化を検討する学校の観点と方策 

  学校教育法施行規則第 41条、第 79条に「学級数は、12学級以上 18学級以下を標準と

する。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。」と

記されているように、児童生徒数が減少していく状況下にあっても、単に児童生徒数のみ

に着目した学校規模や学校配置の適正化ではなく、よりよい教育環境の整備、教育の質の

更なる充実という観点が最も重要です。 

しかし、第１章の３で触れたように学級数が少ない場合と多い場合のそれぞれのメリッ

ト・デメリットについて比較すると、一定の学校規模を確保することは、児童生徒にとっ

てよりよい教育環境を整備することにつながると考えます。 

そのため、本市において学校規模・学校配置の適正化を図る際には、以下の観点や方策

に基づき、適正化を検討します。 

 

※社会情勢の変化や制度改正、更には各地区における児童生徒数の現状や今後の定期的な

人口動態調査による児童生徒数の将来推計を踏まえる中で、必要に応じて見直します。 

 

（適正化を検討する学校の観点） 

 

 

 

 

 

（適正化を図るための方策） 

 

 

 

 

※なお、以下の学校は今後 10年間の中で適正化を図る必要があります。 

◯適正化の対象となる学校のうち、将来的な児童生徒数の減少が著しく、複式学級

の発生が予想される学校。 

◯児童生徒数が増加しており、今後も継続的な増加が見込まれるため、施設の増築

等により対応を図らなければならない学校。 

◯小学校においては、特別支援学級を除き、11学級以下、もしくは 25学級

以上の小学校、中学校においては、特別支援学級を除き、８学級以下、も

しくは 19学級以上の中学校。 

◯現在は適正規模だが、将来的な児童生徒数の減少により適正化が必要と

なることが想定される学校。 

◯小学校の統合 

◯中学校の統合 

◯小中一貫校化 
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 (2) 地理的要因や地域事情による小規模校の存続 

地域の実態その他により特別な事情があるときは適正化を図らずに学校を存続する場

合も考えられます。 

例えば、近隣の学校間の距離が遠すぎる場合、学校統合に伴い安全安心な通学ができな

いと判断される場合、学校を当該地域コミュニティの存続や発展の中核的な施設と位置付

け地域がその充実を希望する場合などです。 

そのような場合においても、以下のような取組により、よりよい教育環境の整備、教育

の質の更なる充実を図ります。 

 

（より良い教育環境の整備、教育の質の更なる充実を図るための取組例※１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜適正規模を下回る学校について＞ 

◯小中一貫教育※２の導入により小学校段階・中学校段階全体として一定の集

団規模を確保する。 

◯上級生がリーダー役となり、協働学習や体験学習を計画的に実施する。 

◯集団生活や自治的活動を十分に経験する機会を設ける。 

◯ＴＶ会議システム等のＩＣＴを活用し、他校との合同授業を継続的・計画

的に実施する。 

◯タブレットＰＣ等を全員に整備し、他校との情報交換に活用する。 

◯他地域の学校と合同授業や合同行事を可能な範囲で実施する。 

                                 等 

※１ 取組例は、平成 27年１月「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き」（文部科学
省）からの抜粋。 

 
※２ 小中一貫教育 
     小・中学校が目指す子ども像を共有するとともに９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教

育を目指すもの。詳細は、本冊子 P21「第３章 １ 小中一貫教育の推進」以降に記載。 
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２ 地区または学校ごとの方向性  

 

今後、30 年間において定期的な人口動態調査を実施する中で児童生徒数の推移を注視

し、小学校同士の統合、現在の中学校の通学区域（校区）の見直しや再編による中学校同

士の統合等をはじめ、様々な方策を用いて適正化を図ります。 

 

 

     ※エリアの分け方 

      中央部･･･第一、第二、第四、第五地区 

      北部･････金岡、大岡、門池地区 

      西部･････原、浮島、愛鷹、今沢、片浜地区 

      南部･････第三、大平、静浦、内浦、西浦、戸田地区 

 

 

※社会情勢の変化や制度改正、更には各地区における児童生徒数の現状や今後の定期的な

人口動態調査による児童生徒数の将来推計を踏まえる中で、必要に応じて見直します。 

 

 

エリア 学校名 概要と今後の方向性 

中央部 第一小 

第一中 

 

第二小 

千本小 

第二中 

 

第四小 

第四中 

 

第五小 

開北小 

第五中 

＜概要＞ 

沼津駅北側に３校、駅南側７校の合計 10 小・中学校が点在し、

今後の児童生徒数は全体的に減少傾向が見込まれている。 

＜方向性＞ 

・ 千本小においては、現在全学年単学級であり、今後 10 年以内

に複式学級の発生が予想されるため、学校統合や小中一貫校化を

含め、早急な対応を図る必要がある。 

なお、中長期的には、中央部については児童生徒数の推移を注

視しつつ、小学校同士の統合や中学校区の再編など、様々な観点

から適正化について検討する必要がある。 
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エリア 学校名 概要と今後の方向性 

北部 門池小 

門池中 

 

金岡小 

沢田小 

金岡中 

 

大岡小 

大岡南小 

大岡中 

＜概要＞ 

小・中学校が合計８校あり、そのうち国が示す標準を上回る学級

数の小学校が２校（門池小、金岡小）存在する地域である。 

門池地区については、児童生徒数は増加する見込みであり、金岡・

大岡地区は減少傾向であるが、一定規模を維持するものと考えてい

る。 

＜方向性＞ 

・ 門池地区については、住宅開発等により児童生徒数が増加して

おり、今後も継続的な増加が見込まれている。 

そのため、短期的には児童生徒数に応じて門池小の施設を増築

する必要がある。 

中長期的には、児童生徒数の推移を注視しつつ、中学校区の再

編や見直し等をはじめ、様々な観点から適正化について検討する

必要がある。 

・ 金岡地区については、今後、沢田小が適正規模を下回ると見込

まれている一方、金岡小、金岡中は適正規模を維持すると見込ま

れている。 

そのため、児童生徒数の推移を注視しつつ、現在の中学校区に

おける小学校同士の統合をはじめ、様々な観点から適正化につい

て検討する必要がある。 

・ 大岡地区については、今後、大岡小、大岡南小が適正規模を下

回ると見込まれている。 

そのため、児童生徒数の推移を注視しつつ、現在の中学校区に

おける小学校同士の統合をはじめ、様々な観点から適正化につい

て検討する必要がある。 
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エリア 学校名 概要と今後の方向性 

西部 片浜小 

片浜中 

 

愛鷹小 

愛鷹中 

 

今沢小 

今沢中 

 

原東小 

原小 

原中 

 

浮島小 

浮島中 

＜概要＞ 

昭和 40年代から 50年代にかけて、市営・県営団地が多く建設さ

れ、ファミリー層の入居による児童生徒数の増加に伴い、小・中学

校が合計 11校存在する地域である。 

＜方向性＞ 

・ 片浜地区については、今後、更なる児童生徒数の減少が見込ま

れ、片浜小において単学級の学年が発生すると予想されている。 

そのため、中長期的には児童生徒数の推移を注視しつつ、中学

校区の見直しや再編による隣接地区との統合等、様々な観点から

適正化について検討する必要がある。 

・ 愛鷹地区については、今後、児童生徒数は減少するものの、当

面は適正規模を維持すると見込まれている。 

そのため、中長期的には児童生徒数の推移を注視しつつ、隣接

地区との通学区域の見直しをはじめ、様々な観点から適正化につ

いて検討する必要がある。 

・ 今沢地区については、今後、児童生徒数の減少に伴い、小・中

学校ともに単学級の学年が発生すると予想されている。 

そのため、中長期的には児童生徒数の推移を注視しつつ、中学

校区の見直しや再編による隣接地区との統合等をはじめ、様々な

観点から適正化を図る必要がある。 

・ 原地区については、今後 10 年以内に原東小で全学年が単学級

になることが予想されている。 

そのため、中長期的には児童生徒数の推移を注視しつつ、現在

の中学校区における小学校同士の統合、中学校区の見直しや再編

による隣接地区との統合等をはじめ、様々な観点から適正化を図

る必要がある。 

・ 浮島地区については、今後 10 年以内に小・中学校ともに全学

年が単学級になることが予想されている。 

そのため、中長期的には児童生徒数の推移を注視しつつ、浮島

地区においては隣接する地区の学校との距離が離れていること

にも考慮しながら中学校区の見直しや再編等をはじめ、様々な観

点から適正化を図る必要がある。 
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エリア 学校名 概要と今後の方向性 

南部 戸田小 

戸田中 

 

内浦小 

西浦小 

長井崎中 

 

静浦小中

一貫学校 

 

第三小 

香貫小 

第三中 

 

大平小 

大平中 

＜概要＞ 

エリアが最も広く、小・中学校が合計 12 校と、最も多く存在す

る地域である。 

＜方向性＞ 

・ 三浦地区については、現在、内浦小において複式学級を編成し

ており、今後、複式学級の増加が予想されている。 

また、西浦小においても複式学級の発生が予想されているた

め、学校統合や小中一貫校化を含め、早急な対応を図る必要があ

る。 

また、戸田地区については、地理的要因や地域事情を考慮し、

施設一体型※の小中一貫校化により、小学校段階・中学校段階全

体として一定の集団規模の確保及び教育環境の維持向上に努め

る必要がある。 

なお、中長期的には児童生徒数の推移を注視しつつ、通学手段

等にも考慮しながら、中学校区の見直しや再編による統合をはじ

め様々な観点から適正化を図る必要がある。 

・ 第三地区、大平地区については、今後、中長期的な減少が見込

まれ、特に大平地区については現在、小・中学校とも全学年単学

級であり、今後も児童生徒数の減少が見込まれている。 

そのため、中長期的には児童生徒数の推移や周辺の道路事情の

改善に伴う人の流れを注視しつつ、中学校区の見直しや再編、隣

接地区の中学校との統合等様々な観点から適正化を図る必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※ 施設一体型 
小中一貫教育を実施する際の施設形態の 1 つ。小学校と中学校の校舎の全部又は一部が一体的に

設置されている。小学校と中学校の校舎が渡り廊下等でつながっているものを含む。詳細は、本冊
子 P24以降に記載。 
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３ 早急な対応が必要な地区や学校について 

(1)今後 10年間において児童生徒数の減少により、早急な対応が必要な地区や学校について 

（※は 10年以内に複式学級の発生が予想される学校） 

  

中学校区 

(学校名) 
概要と今後の方向性 

戸田地区 

※（戸田小） 

 （戸田中） 

現在、小・中学校ともに全学年単学級であり、今後も児童生徒数の更なる

減少が見込まれている。 

また、戸田地区においては地理的要因や地域事情を考慮し、施設一体型※

の小中一貫校の整備を図り、小学校段階・中学校段階全体として一定の集

団規模の確保及び教育の質の維持・向上を図る必要がある。 

 

長井崎地区

※（内浦小）

※（西浦小） 

（長井崎中） 

 現在、内浦小において複式学級を編制しており、今後、複式学級の増加が

予想されている。 

また、西浦小においても、今後、複式学級の発生が予想されている。 

そのため、学校統合や小中一貫校化を含めた対応を図る必要がある。 

 

第二地区 

※（千本小） 

（第二小） 

（第二中） 

 現在は複式学級を編制していないが、今後 10年以内に千本小において複

式学級の発生が、第二小、第二中においては全学年単学級になることが予

想されている。 

そのため、学校統合や小中一貫校化を含めた対応を図る必要がある。 

 

(2)児童生徒数の増加により対応が必要な学校について 

 

学校名 概要と今後の方向性 

門池小 

門池中 

児童生徒数が増加しており、今後も継続的な増加が見込まれるため、施

設を増築する必要がある。 

その後、児童生徒数の推移を注視しつつ、小・中学校の通学区域（校区）

の見直し等を含む学校規模・学校配置の適正化を検討する。 

 

 

 

 

※ 施設一体型 
小中一貫教育を実施する際の施設形態の 1 つ。小学校と中学校の校舎の全部又は一部が一体的に

設置されている。小学校と中学校の校舎が渡り廊下等でつながっているものを含む。詳細は、本冊
子 P24以降に記載。 
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４ 早急な検討が必要な地区や学校について 

 

  現在、全学年が単学級、もしくは今後 10 年間において児童生徒数の減少により全学年

が単学級になることが予想されるため、学校統合の適否を含め、地元協議により検討する

ことが必要となる。 

 

中学校区 

(学校名) 
現状 

大平地区 

（大平小） 

 （大平中） 

現在、大平小の学級数は７学級、大平中の学級数は４学級であり、小・中

学校ともに単学級の学年がある。 

今後は、児童生徒数の減少により、今後 10年間において、小・中学校と

もに全学年単学級になることが予想されている。 

 

浮島地区 

 （浮島小） 

 （浮島中） 

 現在、浮島小の学級数は７学級、浮島中の学級数は５学級であり、小・中

学校ともに単学級の学年がある。 

 今後は、児童生徒数の減少により、今後 10年間において、小・中学校と

もに全学年単学級になることが予想されている。 

 

静浦地区 

 （静浦小中  

   一貫学校) 

現在、静浦小中一貫学校の学級数は９学級であり、全学年単学級である。

（特別支援学級を除く） 

 今後も、児童生徒数の減少が見込まれている。 

 

原地区 

 （原東小） 

 現在、原東小の学級数は 12学級であり、全学年が２学級ずつである。 

 今後は、児童生徒数の減少により、今後 10年間において、全学年単学級

になることが予想されている。 
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 参考 適正化実施までのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の沼津市の学校教育の在り方 

～沼津市学校配置の適正化検討委員会～ 

※有識者を交えた委員会の中で、概略方針（本方針）策定に向けて協議 

適正規模・適正配置の概略方針の策定 

   ※学校や地域の実情を踏まえた適正化についての概略方針 

適正規模・適正配置の基本方針（本方針）の策定 

    ※概略方針に「まちづくり」の観点等を加えた適正規模・適正配置 

の基本方針 

対象校の検討と決定 

  ※保護者や地域の要望・理解を踏まえ、具体的な地域や学校を検討・決定 

地区推進委員会の開催 

  ※有識者を交えた地域住民等との意見交換会 

※対象地区において、保護者、地域住民、学校、PTA関係機関等に対する 

具体的な計画等の説明 

適正化の実施 

  ※地区推進委員会の意見を参考に、教育委員会が適正化を実施 

教育基本構想 

～ 明日の社会を担う『夢ある人』づくり ～ 


